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（参考）実務対応報告第 1 号「旧商法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の新旧

比較 

  

以下の比較表では、改正部分（Ｑ及び参照先項番号の変更を除く。）に下線を付している。 
改 正 前 改 正 後 

 
実務対応報告第 1 号 

「新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する 

実務上の取扱い」 

 

実務対応報告第 1 号 

「旧商法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理

に関する実務上の取扱い」 

 

目 的 

 

平成 13 年 11 月 28 日に公布された商法等の一部を改正する法律（平

成 13 年法律第 128 号）(以下「改正商法」という。)により、新株予約

権及び新株予約権付社債の概念が導入された。新株引受権付社債及び

転換社債に関する会計処理については、平成 11 年 1 月 22 日に企業会

計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準の設定に関する意

見書」(以下「金融商品会計意見書」という。)及び「金融商品に係る

会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)並びに平成 12 年 1 月

31 日（ 終改正平成 13 年 7 月 3 日）に日本公認会計士協会から公表

された「金融商品会計に関する実務指針」（以下「金融商品会計実務指

針」という。）において明らかにされているが、改正商法における新株

目 的 

 

平成13年 11月 28日に公布された「商法等の一部を改正する法律（平

成 13 年法律第 128 号）」(以下「平成 13 年改正旧商法」という。)によ

り、新株予約権及び新株予約権付社債の概念が導入された。新株引受

権付社債及び転換社債に関する会計処理については、平成 11 年 1 月

22 日に企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準の設

定に関する意見書」(以下「金融商品会計意見書」という。)及び「金

融商品に係る会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)並びに

平成 12 年 1 月 31 日に日本公認会計士協会から公表された「金融商品

会計に関する実務指針」（以下「金融商品会計実務指針」という。）に

おいて明らかにされているが、平成 13 年改正旧商法における新株予約
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改 正 前 改 正 後 

予約権及び新株予約権付社債に関する会計処理をどのように行うかと

いう質問が多いことから、これら現行の会計基準等に則して、本実務

対応報告で当面の取扱いを明らかにすることとした。 

 

権及び新株予約権付社債に関する会計処理をどのように行うかという

質問が多かったことから、企業会計基準委員会（以下「当委員会」と

いう。）は、上記の会計基準等に則して当面の取扱いを明らかにするた

めに、平成 14 年 3 月 29 日に本実務対応報告を公表した。 

当委員会は、平成 17 年 12 月 9 日に企業会計基準第 5 号「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」（以下「純資産会計基準」と

いう。）を公表し、新株予約権の表示区分を変更している。また、平成

17 年 12 月 27 日に企業会計基準第 8号「ストック・オプション等に関

する会計基準」を公表し、従業員等に対するインセンティブとして新

株予約権を付与した場合の当該新株予約権の会計処理を定めている。

このため、当委員会では、本実務対応報告に所要の改正を行うことと

した。 

なお、本実務対応報告は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）施行日

前に発行の決議があった会社法施行日前の商法（以下「旧商法」とい

う。）による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理についての当

面の取扱いを明らかにすることを目的としている。一方、会社法によ

る新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理については、平成 17 年

12 月 27 日公表の実務対応報告第 16 号「会社法による新株予約権及び

新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の定めによる

こととなる。 

平成 17 年 12 月 27 日改正の本実務対応報告は、第 95 回企業会計基

準委員会に出席した委員 11 名全員の賛成により承認された。 
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改 正 前 改 正 後 

会計処理 

 

Ｑ1 新株予約権の会計処理をどのように行うか？ 

 

Ａ 

1.新株予約権の概要 

改正商法における新株予約権は、新株予約権を有する者（以下「新

株予約権者」という。）が会社に対してこれを行使したときに、会社

が新株予約権者に対して新株を発行し、又は新株の発行に代えて会

社の有する自己の株式を移転する義務を負うもの（改正商法第 280

条ノ 19）とされている。会社は、取締役会（定款で株主総会が決議

する旨を定めている場合には株主総会）の決議により、その決議の

内容に従い新株予約権を発行することができる（改正商法第 280 条

ノ 20 第 1 項、第 2 項）。新株予約権は、取締役や従業員等に対する

インセンティブとしていわゆるストックオプションを付与する場合

に限らず、一般的に発行することが認められており、また、社債の

発行とは別に単独で発行することも認められている。一方、会社は、

新株予約権の発行決議において消却事由を定め、かつ、当該消却事

由が生じたときに限り取締役会の決議により新株予約権を消却する

ことができる（改正商法第 280 条ノ 36 第 1 項）。 

 

会計処理 

 

Ｑ1 新株予約権の会計処理をどのように行うか？ 

 

Ａ 

1.新株予約権の概要 

旧商法における新株予約権は、新株予約権を有する者（以下「新

株予約権者」という。）が会社に対してこれを行使したときに、会社

が新株予約権者に対して新株を発行し、又は新株の発行に代えて会

社の有する自己の株式を移転する義務を負うもの（旧商法第 280 条

ノ 19）とされている。会社は、取締役会（定款で株主総会が決議す

る旨を定めている場合には株主総会）の決議により、その決議の内

容に従い新株予約権を発行することができる（旧商法第 280 条ノ 20

第 1 項及び第 2項）。新株予約権は、取締役や従業員等に対するイン

センティブとしていわゆるストック・オプションを付与する場合に

限らず、一般的に発行することが認められており、また、社債の発

行とは別に単独で発行することも認められている。一方、会社は、

新株予約権の発行決議において消却事由を定め、かつ、当該消却事

由が生じたときに限り取締役会の決議により新株予約権を消却する

ことができる（旧商法第 280 条ノ 36 第 1 項）。 
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改 正 前 改 正 後 

2．新株予約権の会計上の性格 

新株予約権は、新株予約権者が権利を行使したときに、会社が、

新株を発行する義務又は新株の発行に代えて自己株式を移転する義

務を負うものであり、従来の新株引受権と比較した場合、新株予約

権には新株の発行に代えて自己株式を移転することができる点で相

違がある。しかし、それは交付する株式の発行時期の相違に過ぎず、

新株予約権者の権利行使に伴い行使価額の払込を条件として株式を

発行又は移転する義務を負うという点でその経済的実質は同一であ

るものと考えられる。 

 

3.新株予約権の会計処理 

(1) 発行者側の会計処理 

現行の金融商品会計基準等は、新株引受権を単独で発行した場

合の会計処理については明示していないが、上記 2 の整理と新株

引受権付社債の会計処理（金融商品会計基準第六・一）を勘案す

れば、新株予約権を以下のように会計処理することが適当である

と考えられる。 

「新株予約権の発行価額は負債の部に計上し、権利が行使された

ときは資本金又は資本金及び資本準備金に振り替え、権利が行

使されずに権利行使期限が到来したときは利益として処理す

る。」 

新株予約権は、発行時点における時価での発行のほか、無償で

2．新株予約権の会計上の性格 

新株予約権は、新株予約権者が権利を行使したときに、会社が、

新株を発行する義務又は新株の発行に代えて自己株式を移転する義

務を負うものであり、以前の新株引受権と比較した場合、新株予約

権には新株の発行に代えて自己株式を移転することができる点で相

違がある。しかし、それは交付する株式の発行時期の相違に過ぎず、

新株予約権者の権利行使に伴い行使価額の払込みを条件として株式

を発行又は移転する義務を負うという点でその経済的実質は同一で

あるものと考えられる。 

 

3.新株予約権の会計処理 

(1) 発行者側の会計処理 

金融商品会計基準等は、新株引受権を単独で発行した場合の会

計処理については明示していないが、上記 2 の整理と新株引受権

付社債の会計処理（金融商品会計基準第六 一）を勘案すれば、新

株予約権を以下のように会計処理することが適当であると考えら

れる。 

「新株予約権の発行価額は負債の部に計上し、権利が行使され

たときは資本金又は資本金及び資本準備金に振り替え、権利が

行使されずに権利行使期限が到来したときは利益として処理

する。ただし、純資産会計基準の適用後は、新株予約権の発行

価額は純資産の部に計上することになるので、負債の部に計上
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改 正 前 改 正 後 

の発行等多様な価格での発行が可能である（改正商法第 280 条ノ

20 第 2 項第 3 号、第 13 号）ため、新株予約権が時価未満で発行

される場合において時価と発行価額（受取対価）との差額につき

発行者側において費用認識すべきか否かが論点となりうるが、当

面は現行の会計基準等に則して、新株予約権をその発行価額によ

り仮勘定として負債の部に計上することが適当であると考えられ

る。 

なお、新株予約権が行使された場合、その発行価額は株式発行

の対価としての性格が認められる。このため、改正商法では新株

予約権の発行価額とその行使に伴う払込金額との合計額の一株当

たりの額をその新株一株の発行価額とみなしており（改正商法第

280 条ノ 20 第 4 項）、新株の発行価額中資本に組み入れない額を

決議している場合（改正商法第 280 条ノ 20 第 2 項第 10 号）には、

新株の発行価額を資本及び資本準備金に組み入れる（商法第 284

条ノ 2 第 2 項、第 288 条ノ 2 第 1 項第 1 号）が、それ以外の場合

には新株の発行価額の総額を資本に組み入れる（商法第 284 条ノ

2第 1項）ことに留意する。   

また、新株予約権の行使に伴い保有する自己株式を新株予約権

者に移転する場合の会計処理は、企業会計基準適用指針第2号「自

己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針」第 8

項に準拠し、以下のように行われる。 

「新株予約権の行使に伴い自己株式を新株予約権者に交付する場

している新株予約権の帳簿価額は純資産の部に振り替える。」 

なお、新株予約権が行使された場合、その発行価額は株式発行

の対価としての性格が認められる。このため、旧商法では新株予

約権の発行価額とその行使に伴う払込金額との合計額の一株当た

りの額をその新株一株の発行価額とみなしており（旧商法第 280

条ノ 20 第 4 項）、新株の発行価額中資本に組み入れない額を決議

している場合（旧商法第 280 条ノ 20 第 2 項第 10 号）には、新株

の発行価額を資本及び資本準備金に組み入れる（旧商法第 284 条

ノ 2 第 2 項及び第 288 条ノ 2 第 1 項第 1 号）が、それ以外の場合

には新株の発行価額の総額を資本に組み入れる（旧商法第 284 条

ノ 2第 1項）ことに留意する必要がある。   

また、新株予約権が行使され、自己株式を処分する場合の自己

株式処分差額の会計処理は、自己株式を募集株式の発行等の手続

により処分する場合に準じて取り扱う（企業会計基準第 1 号「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（ 終改正平成

17 年 12 月 27 日）第 9項から第 11 項）。なお、自己株式処分差額

を計算する際の自己株式の処分の対価は、新株予約権の発行に伴

う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額の合計とする。 
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改 正 前 改 正 後 

合の自己株式処分差額の会計処理は、新株発行の手続きを準用

して自己株式を処分する場合の自己株式処分差額の会計処理と

同様に扱う。なお、自己株式処分差額を計算する際の自己株式

処分の対価は、新株予約権の行使の際の払込額と新株予約権の

発行価額の合計とする。」 

なお、新株予約権の会計処理については、拠出資本への算入と

権利行使との関係等、今後本質的な検討が行われる可能性があり、

その結果によっては上記の結論に影響を与える余地がある（企業

会計基準適用指針第 2号第 31 項）。 

 

(2) 取得者側の会計処理 

現行の金融商品会計基準等は、新株引受権を単独で取得した場

合の会計処理については明示していないが、新株予約権を以下の

ように会計処理することが適当であると考えられる。 

「新株予約権は、有価証券の取得として処理するものとする。権

利を行使したときは株式に振り替える。」 

   これは、新株予約権証券が新株引受権証書と同様に、有価証券

に該当する（証券取引法第 2 条第 1 項第 6 号）ため、金融商品会

計基準及び金融商品会計実務指針の有価証券に係る規定により認

識・測定されるという考え方に基づいている。したがって、新株

予約権は、取得時に時価で測定され（金融商品会計実務指針第 29

項）、保有目的の区分に応じて売買目的有価証券又はその他有価証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 取得者側の会計処理 

金融商品会計基準等は、新株引受権を単独で取得した場合の会

計処理については明示していないが、新株予約権を以下のように

会計処理することが適当であると考えられる。 

「新株予約権は、有価証券の取得として処理するものとする。

権利を行使したときは株式に振り替える。」 

   これは、新株予約権証券が新株引受権証書と同様に、有価証券

に該当する（証券取引法第 2 条第 1 項第 6 号）ため、金融商品会

計基準及び金融商品会計実務指針の有価証券に係る規定により認

識・測定されるという考え方に基づいている。したがって、新株

予約権は、取得時に時価で測定し（金融商品会計実務指針第 29

項）、保有目的の区分に応じて売買目的有価証券又はその他有価証
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改 正 前 改 正 後 

券として会計処理される。また、新株予約権の権利が行使された

ときは、保有目的区分に応じて、売買目的有価証券の場合には行

使時の時価で、その他有価証券の場合には帳簿価額（金融商品会

計実務指針第 57 項（4））で株式に振り替え、権利行使されずに権

利行使期限が到来したときは、帳簿価額（金融商品会計実務指針

第 91 項に基づき減損処理している場合には、減損処理後の帳簿価

額）を損失として処理する。なお、時価の算定については、新株

予約権が株式に対するコールオプションとしての性格を有するた

め、デリバティブ取引に対する評価方法（金融商品会計実務指針

第 101 項～104 項）に準じて行うことが適当と考えられる。 

 

（3）新株予約権の消却に係る会計処理 

   新株予約権が権利行使期限到来前に消却された場合には、その

効力が生じたときに消滅を認識する（金融商品会計基準第二・二）。

 

 

券として会計処理する。また、新株予約権の権利が行使されたと

きは、保有目的区分に応じて、売買目的有価証券の場合には行使

時の時価で、その他有価証券の場合には帳簿価額（金融商品会計

実務指針第 57 項（4））で株式に振り替え、権利行使されずに権利

行使期限が到来したときは、帳簿価額（金融商品会計実務指針第

91項に基づき減損処理している場合には、減損処理後の帳簿価額）

を損失として処理する。なお、時価の算定については、新株予約

権が株式に対するコール・オプションとしての性格を有するため、

デリバティブ取引に対する評価方法（金融商品会計実務指針第101

項から 104 項）に準じて行うことが適当と考えられる。 

 

（3）新株予約権の消却に係る会計処理 

   新株予約権が権利行使期限到来前に消却された場合には、その

効力が生じたときに消滅を認識する（金融商品会計基準第二 二）。 
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改 正 前 改 正 後 

 

Ｑ2 新株予約権付社債の会計処理をどのように行うか？ 

 

Ａ 

1．新株予約権付社債の概要 

会社は、新株予約権を付した社債（以下「新株予約権付社債」と

いう。）を発行することができる（改正商法第 341 条ノ 2 第 1 項）。

新株予約権付社債については、新株予約権又は社債が消滅した場合

を除き、新株予約権又は社債の一方のみを分離譲渡することは禁止

されている（改正商法第 341 条ノ 2第 4項）。新株予約権付社債を発

行する場合には、会社は取締役会（定款で株主総会が決議する旨を

定めている場合には株主総会）で改正商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 1

号から第 10 号までの事項を決議しなければならない。なお、改正商

法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号及び 8 号の決議を行う場合には、社債

の発行価額と新株予約権の行使に際して払い込むべき額の全額とが

同額でなければならない（改正商法第 341 条ノ 3第 2項）。 

 

2．新株予約権付社債の会計上の性格 

(1) 代用払込が認められる新株予約権付社債 

新株予約権を行使しようとする新株予約権者から請求があった

ときに新株予約権付社債の全額を償還することに代えて権利行使

に際し払い込むべき額の全額につき代用払込があったものとする

 

Ｑ2 新株予約権付社債の会計処理をどのように行うか？ 

 

Ａ 

1．新株予約権付社債の概要 

会社は、新株予約権を付した社債（以下「新株予約権付社債」と

いう。）を発行することができる（旧商法第 341 条ノ 2 第 1 項）。新

株予約権付社債については、新株予約権又は社債が消滅した場合を

除き、新株予約権又は社債の一方のみを分離譲渡することは禁止さ

れている（旧商法第 341 条ノ 2第 4項）。新株予約権付社債を発行す

る場合には、会社は取締役会（定款で株主総会が決議する旨を定め

ている場合には株主総会）で旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 1 号から

第 10 号までの事項を決議しなければならない。なお、旧商法第 341

条ノ 3 第 1 項第 7 号及び第 8 号の決議を行う場合には、社債の発行

価額と新株予約権の行使に際して払い込むべき額の全額とが同額で

なければならない（旧商法第 341 条ノ 3第 2項）。 

 

2．新株予約権付社債の会計上の性格 

(1) 代用払込が認められる新株予約権付社債 

新株予約権を行使しようとする新株予約権者から請求があった

ときに新株予約権付社債の全額を償還することに代えて権利行使

に際し払い込むべき額の全額につき代用払込があったものとする
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旨（改正商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号）を決議した新株予約権

付社債（以下「代用払込が認められる新株予約権付社債」という。）

の場合には、新株予約権者が権利行使に際して払い込むべき額の

全額につき代用払込の請求を行ったときに限り代用払込があった

ものとして処理されるので、新株予約権者に払込方法の選択を認

めるものである。 

従来の非分離型新株引受権付社債は、社債と新株引受権が分離

譲渡できないものであるが、発行決議において新株引受権の行使

に際して代用払込を選択することも認められていた。このため、

代用払込が認められる新株予約権付社債は、従来の非分離型新株

引受権付社債とその経済的実質は同一であると考えられる。 

 

(2) 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債 

新株予約権の行使があったときに代用払込の請求があったもの

とみなす旨（改正商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 8 号）を決議した新

株予約権付社債（以下「代用払込の請求があったとみなす新株予

約権付社債」という。）の場合には、新株予約権者が権利行使した

ときに新株予約権の行使に際して払い込むべき額の全額につき代

用払込の請求があったものとみなして処理されるので、新株予約

権者に払込方法の選択を認めないものである。 

従来の転換社債は、株式への転換権の分離譲渡ができず、社債

の発行価額と転換権の行使に際して払い込むべき額とを同額とし

旨（旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号）を決議した新株予約権付

社債（以下「代用払込が認められる新株予約権付社債」という。）

の場合には、新株予約権者が権利行使に際して払い込むべき額の

全額につき代用払込の請求を行ったときに限り代用払込があった

ものとして処理されるので、新株予約権者に払込方法の選択を認

めるものである。 

以前の非分離型新株引受権付社債は、社債と新株引受権が分離

譲渡できないものであるが、発行決議において新株引受権の行使

に際して代用払込を選択することも認められていた。このため、

代用払込が認められる新株予約権付社債は、以前の非分離型新株

引受権付社債とその経済的実質は同一であると考えられる。 

 

(2) 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債 

新株予約権の行使があったときに代用払込の請求があったもの

とみなす旨（旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 8 号）を決議した新株

予約権付社債（以下「代用払込の請求があったとみなす新株予約

権付社債」という。）の場合には、新株予約権者が権利行使したと

きに新株予約権の行使に際して払い込むべき額の全額につき代用

払込の請求があったものとみなして処理されるので、新株予約権

者に払込方法の選択を認めないものである。 

以前の転換社債は、株式への転換権の分離譲渡ができず、社債

の発行価額と転換権の行使に際して払い込むべき額を同額とした
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た上で、転換権を行使するときは、必ず社債が償還されて、社債

の償還額が転換権の行使に際して払い込むべき額に充てられるも

のである。したがって、代用払込の請求があったとみなす新株予

約権付社債は、従来の転換社債に相当するものとして定められた

ものであると考えられる。ただし、新株予約権が消却された場合

又は社債が繰上償還された場合には、社債と新株予約権がそれぞ

れ単独で存在しうる可能性があるので、そのような場合には従来

の転換社債の性格は失われると考えられる。したがって、代用払

込の請求があったとみなす新株予約権付社債の経済的実質が従来

の転換社債と同一であると考えられるためには、社債と新株予約

権がそれぞれ単独で存在しえないことが明確にされていることが

必要である。すなわち、以下のいずれかの事項が予め社債要項等

に記載されている必要がある。 

① 新株予約権について消却事由を定めておらず、かつ、社債

についても繰上償還を定めていないこと。 

② 新株予約権について消却事由を定めている場合には、新株

予約権が消却されたときに社債も同時に償還されること、

かつ、社債について繰上償還を定めている場合には、社債

が繰上償還されたときに新株予約権も同時に消却されるこ

と。 

一方、代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債のう

ち、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないことが予め

上で、転換権を行使するときは、必ず社債が償還されて、社債の

償還額が転換権の行使に際して払い込むべき額に充てられるもの

である。したがって、代用払込の請求があったとみなす新株予約

権付社債は、以前の転換社債に相当するものとして定められたも

のであると考えられる。ただし、新株予約権が消却された場合又

は社債が繰上償還された場合には、社債と新株予約権がそれぞれ

単独で存在し得る可能性があるので、そのような場合には以前の

転換社債の性格は失われると考えられる。したがって、代用払込

の請求があったとみなす新株予約権付社債の経済的実質が以前の

転換社債と同一であると考えられるためには、社債と新株予約権

がそれぞれ単独で存在し得ないことが明確にされていることが必

要であり、例えば、以下のいずれかが社債要項等に照らして明ら

かである必要がある。 

① 新株予約権について消却事由を定めておらず、かつ、社債

についても繰上償還を定めていないこと。 

② 新株予約権について消却事由を定めている場合には、新株

予約権が消却されたときに社債も同時に償還されること、か

つ、社債について繰上償還を定めている場合には、社債が繰

上償還されたときに新株予約権も同時に消却されること。 

一方、代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債のう

ち、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことがあら

かじめ明確にされていないものについては、以前の転換社債と同
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社債要項等で明確にされていないものについては、従来の転換社

債と同様の性格をもたないと考えられる。 

 

3．新株予約権付社債の会計処理 

(1) 代用払込が認められる新株予約権付社債の会計処理 

金融商品会計基準第六・一・1 では、新株引受権付社債の会計

処理について、分離型あるいは非分離型を区別することなく、発

行者側及び取得者側ともに社債の対価部分と新株引受権の対価部

分に区分して処理する方法（区分法）を適用するものとしている。

したがって、代用払込が認められる新株予約権付社債は、従来の

非分離型新株引受権付社債に準じて、以下のように区分法により

会計処理することが適当であると考えられる。 

 発行者側の会計処理     

「代用払込が認められる新株予約権付社債の発行価額（社債と

新株予約権のそれぞれの発行価額の合計額）は、社債の対価

部分と新株予約権の対価部分とに区分する。社債の対価部分

は、普通社債の発行に準じて処理する。新株予約権の対価部

分は、新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理するも

のとする。」 

 取得者側の会計処理 

「代用払込が認められる新株予約権付社債の取得価額は、社債

の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分する。社債の対

様の性格をもたないと考えられる。 

 

 

3．新株予約権付社債の会計処理 

(1) 代用払込が認められる新株予約権付社債の会計処理 

金融商品会計基準第六 一 1 では、新株引受権付社債の会計処

理について、分離型あるいは非分離型を区別することなく、発行

者側及び取得者側ともに社債の対価部分と新株引受権の対価部分

に区分して処理する方法（区分法）を適用するものとしている。

したがって、代用払込が認められる新株予約権付社債は、以前の

非分離型新株引受権付社債に準じて、以下のように区分法により

会計処理することが適当であると考えられる。 

 発行者側の会計処理     

「代用払込が認められる新株予約権付社債の発行価額（社債

と新株予約権のそれぞれの発行価額の合計額）は、社債の対

価部分と新株予約権の対価部分に区分する。社債の対価部分

は、普通社債の発行に準じて処理する。新株予約権の対価部

分は、新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理するも

のとする。」 

 取得者側の会計処理 

「代用払込が認められる新株予約権付社債の取得価額は、社

債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分する。社債の対
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価部分は、普通社債の取得に準じて処理する。新株予約権の

対価部分は、新株予約権の取得者側の会計処理に準じて処理

するものとする。」 

なお、代用払込が認められる新株予約権付社債の発行価額又は

取得価額を社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分する

場合には、金融商品会計基準注解（注 15）のいずれかの方法によ

ることができる。しかしながら、それぞれの発行価額が明らかに

経済的に合理的な額と乖離する場合には、このいずれかの方法の

うち当該発行価額の比率で配分する方法を適用することは適当で

ない。このため、区分法における他の方法を適用することになり、

社債と新株予約権とを個々に会計処理した場合と異なる結果にな

る場合があることに留意する。 

 

(2) 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債の会計処理

① 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で従来の

転換社債と経済的実質が同一であると考えられるもの 

金融商品会計基準第六・一・2 では、転換社債の発行者側の

会計処理については、転換社債の発行価額を社債の対価部分と

転換権の対価部分とに区分せず普通社債の発行に準じて処理す

る（一括法）又は新株引受権付社債に準じて処理する（区分法）

としている。  

また、取得者側の会計処理については、転換社債の取得価額

価部分は、普通社債の取得に準じて処理する。新株予約権の

対価部分は、新株予約権の取得者側の会計処理に準じて処理

するものとする。」 

なお、代用払込が認められる新株予約権付社債の発行価額又は

取得価額を社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分する場

合には、金融商品会計基準注解（注 15）のいずれかの方法による

ことができる。しかしながら、それぞれの発行価額が明らかに経

済的に合理的な額と乖離する場合には、このいずれかの方法のう

ち当該発行価額の比率で配分する方法を適用することは適当でな

い。このため、区分法における他の方法を適用することになり、

社債と新株予約権を個々に会計処理した場合と異なる結果になる

場合があることに留意する必要がある。 

 

(2) 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債の会計処理 

① 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で以前の

転換社債と経済的実質が同一であると考えられるもの 

金融商品会計基準第六 一 2 では、転換社債の発行者側の会

計処理については、転換社債の発行価額を社債の対価部分と転

換権の対価部分に区分せず普通社債の発行に準じて処理する

（一括法）又は新株引受権付社債に準じて処理する（区分法）

としている。  

また、取得者側の会計処理については、転換社債の取得価額
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を社債の対価部分と転換権の対価部分とに区分せず普通社債の

取得に準じて処理し、権利を行使したときは株式に振り替える

ものとしている。 

転換社債の会計処理として一括法を認める理由は、転換社債

については転換権が行使されると社債は消滅し、社債の償還権

と転換権が同時にそれぞれ存在しえないことから、それぞれの

部分を区分して処理する必要性は乏しいと考えられること（金

融商品会計意見書七・1）に求められる。この考え方は、代用払

込の請求があったとみなす新株予約権付社債で社債と新株予約

権がそれぞれ単独で存在しえないことが予め社債要項等で明確

にされているもの、すなわち、従来の転換社債と経済的実質が

同一と考えられるものについても適用されると考えられるの

で、以下のように会計処理することが適当である。 

  発行者側の会計処理   

「代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で従来

の転換社債と経済的実質が同一であると考えられるものの

発行価額は、社債と新株予約権のそれぞれの発行価額を合算

し、普通社債の発行に準じて処理する。又は、代用払込が認

められる新株予約権付社債の会計処理に準じて処理する。」

 取得者側の会計処理 

「代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で従来

の転換社債と経済的実質が同一であると考えられるものの

を社債の対価部分と転換権の対価部分に区分せず普通社債の取

得に準じて処理し、権利を行使したときは株式に振り替えるも

のとしている。 

転換社債の会計処理として一括法を認める理由は、転換社債

については転換権が行使されると社債は消滅し、社債の償還権

と転換権が同時にそれぞれ存在し得ないことから、それぞれの

部分を区分して処理する必要性は乏しいと考えられること（金

融商品会計意見書Ⅲ 七 1）に求められる。この考え方は、代用

払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で社債と新株予

約権がそれぞれ単独で存在し得ないことがあらかじめ社債要項

等で明確にされているもの、すなわち、以前の転換社債と経済

的実質が同一と考えられるものについても適用されると考えら

れるので、以下のように会計処理することが適当である。 

  発行者側の会計処理   

「代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で以

前の転換社債と経済的実質が同一であると考えられるもの

の発行価額は、社債と新株予約権のそれぞれの発行価額を

合算し、普通社債の発行に準じて処理する。又は、代用払

込が認められる新株予約権付社債の会計処理に準じて処理

する。」 

 取得者側の会計処理 

「代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で以
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取得価額は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに

区分せず、普通社債の取得に準じて処理し、権利を行使し

たときは株式に振り替える。」 

 

② 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で従来の

転換社債と経済的実質が同一であると考えられないもの 

   代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で社債と

新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないことが予め社債要項

等で明確にされていないものは、従来の転換社債と経済的実質

が同一であると考えられないので、以下のように会計処理する

ことが適当である。 

「発行者側及び取得者側ともに、代用払込が認められる新株

予約権付社債と同様に、区分法により会計処理する。」 

 

 

前の転換社債と経済的実質が同一であると考えられるもの

の取得価額は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に

区分せず、普通社債の取得に準じて処理し、権利を行使し

たときは株式に振り替える。」 

② 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で以前の

転換社債と経済的実質が同一であると考えられないもの 

   代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債で社債と

新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことがあらかじめ社

債要項等で明確にされていないものは、以前の転換社債と経済

的実質が同一であると考えられないので、以下のように会計処

理することが適当である。 

「発行者側及び取得者側ともに、代用払込が認められる新株

予約権付社債と同様に、区分法により会計処理する。」 
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Ｑ3 改正商法のもとにおいて改正前の商法における分離型新株引

受権付社債と同じ内容で資金調達を行う場合には、社債と新株

予約権とを同時に募集し、かつ、両者を同時に割り当てること

により行われる。この場合、当該社債及び新株予約権の会計処

理をどのように行うか？ 

 

Ａ 

 社債と新株予約権は別々に証券が発行されるので発行後には個別に

流通することになるが、社債と新株予約権とを同時に募集し、かつ、

両者を同時に割り当てる場合には発行時において両者は実質的に一体

のものとみられるため、その経済的実質は従来の分離型新株引受権付

社債と同一であるものと考えられる。金融商品会計基準第六・一・1

では、新株引受権付社債について区分法を適用するものとしているの

で、その会計処理はそれぞれの発行価額を合計した上で区分法（Ｑ2

のＡ3（1）参照）により行うことが適当であると考えられる。 

なお、社債と新株予約権とを同時に募集していない場合又は両者を

同時に割り当てていない場合でも、実質的に一体のものとみられると

きは従来の分離型新株引受権付社債と同一であると考え、社債と新株

予約権を個々に会計処理せずに、それぞれの発行価額を合計した上で

区分法（Ｑ2 のＡ3（1）参照）を適用することに留意する。例えば、

社債と新株予約権とを同時に募集していない場合とは一部の割り当て

 

Ｑ3 旧商法に基づき、以前の分離型新株引受権付社債と同じ内容で

資金調達を行う場合には、社債と新株予約権を同時に募集し、か

つ、両者を同時に割り当てることにより行われる。この場合、当

該社債及び新株予約権の会計処理をどのように行うか？ 

 

 

Ａ 

 社債と新株予約権は別々に証券が発行されるので発行後には個別に

流通することになるが、社債と新株予約権を同時に募集し、かつ、両

者を同時に割り当てる場合には発行時において両者は実質的に一体の

ものとみられるため、その経済的実質は以前の分離型新株引受権付社

債と同一であるものと考えられる。金融商品会計基準第六 一 1 では、

新株引受権付社債について区分法を適用するものとしているので、そ

の会計処理はそれぞれの発行価額を合計した上で区分法（Ｑ2のＡ3（1）

参照）により行うことが適当であると考えられる。 

なお、社債と新株予約権を同時に募集していない場合又は両者を同

時に割り当てていない場合でも、実質的に一体のものとみられるとき

は以前の分離型新株引受権付社債と同一であると考え、社債と新株予

約権を個々に会計処理せずに、それぞれの発行価額を合計した上で区

分法（Ｑ2 のＡ3（1）参照）を適用することに留意する必要がある。

例えば、社債と新株予約権を同時に募集していない場合とは一部の割
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を時間的にずらしているような場合であり、両者を同時に割り当てて

いない場合とは一部の社債と新株予約権の割り当てを別々の者に行う

ような場合である。 

 

当てを時間的にずらしているような場合であり、両者を同時に割り当

てていない場合とは一部の社債と新株予約権の割当てを別々の者に行

うような場合である。 

 

 

Ｑ4 取締役や従業員等に対するインセンティブとして無償で新株

予約権を付与した場合、当該新株予約権の会計処理をどのよう

に行うか？ 

 

Ａ 

取締役や従業員等に対するインセンティブとして新株予約権を付与

した場合（いわゆるストックオプション）の当該新株予約権の会計処

理については、現在準拠すべき包括的な会計基準は設定されていない。

したがって、ストックオプションに係る会計基準が設定されるまでの

当面の会計処理として、当該新株予約権は、Ｑ1 のＡにある新株予約

権の会計処理と同様に、発行価額によって計上されることとなる。こ

のため、無償で付与される新株予約権の場合には、負債は認識せず費

用の認識も行われないものと考えられる。 

 

 

 

 

（削除） 
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適用時期 

Ｑ5 本実務対応報告はいつから適用されるか？ 

 

 

Ａ 

 改正商法は、平成 14 年 4 月 1日から施行されるため、本実務対応報

告も平成14年 4月 1日以降発行される新株予約権及び新株予約権付社

債に適用される。なお、改正商法の附則第 7 条は、改正商法施行前の

決議に基づき平成14年 4月 1日以降に発行される転換社債及び新株引

受権付社債に関しては、改正商法施行後もなお従前の例によるとして

いるので、その会計処理は、現行の金融商品会計基準第六・一並びに

金融商品会計実務指針第 186 項及び第 187 項を適用して行う。 

 

適用対象 

Ｑ4 本実務対応報告が適用される「旧商法による新株予約権及び新

株予約権付社債」とはどのようなものか？ 

 

Ａ 

 本実務対応報告は、会社法施行日前に発行の決議があった、旧商法

による新株予約権及び新株予約権付社債について適用する。 

なお、平成 13 年改正旧商法の附則第 7 条は、平成 13 年改正旧商法

施行前の決議に基づき平成14年 4月 1日以降に発行される転換社債及

び新株引受権付社債に関しては、平成 13 年改正旧商法施行後もなお従

前の例によるとしているので、その会計処理は、金融商品会計基準第

六 一並びに金融商品会計実務指針第186項及び第187項を適用して行

う。 

 

議決 

本実務対応報告は、第 12 回企業会計基準委員会に出席した委員 11

名全員の賛成により承認された。 

 

（削除） 

 
 


